
久留米市障害を理由とする差別をなくす条例

合理的配慮の具体例
支援が平等 ― 全員同じサービス 権利が平等 ― 配慮されたサービス

平等って何？

障害者差別解消へ
新たな一歩

害
者
差
別
禁
止
条
例
を
つ
く
る
会
」
が

結
成
さ
れ
ま
し
た
。
令
和
元
年
11
月
、

同
会
か
ら
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
市
議

会
に
請
願
を
提
出
。
２
年
９
月
に
採
択

さ
れ
ま
し
た
。
翌
年
、
障
害
の
あ
る
人

や
支
援
団
体
、
行
政
機
関
や
関
連
団
体
、

有
識
者
で
作
る
「
障
害
者
差
別
解
消

支
援
地
域
協
議
会
」
で
検
討
を
始
め
ま

し
た
。
協
議
会
内
に
設
置
し
た
、
障
害

の
あ
る
人
を
中
心
と
し
た
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
で
計
16
回
に
わ
た
っ
て
検
討

し
、
協
議
会
を
６
回
開
催
。
市
で
の
検

討
を
経
て
、
５
年
12
月
に
市
議
会
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

誰
も
が
生
活
で
き
る
工
夫
を

　

条
例
は
、
障
害
や
障
害
の
あ
る
人
へ

の
理
解
を
促
し
、市
や
事
業
者
、
市
民

の
責
任
と
義
務
を
明
ら
か
に
し
、
差
別

の
な
い
地
域
を
目
指
し
ま
す
。
医
療
や

教
育
な
ど
、
分
野
別
の
禁
止
事
項
や
、

災
害
時
の
対
応
な
ど
を
全
24
条
で
定
め

て
い
ま
す
。
条
例
で
は
、
障
害
者
支
援

施
設
へ
の
入
所
や
医
療
受
診
を
強
制
し

た
り
、
賃
金
や
労
働
時
間
な
ど
で
不
当

に
差
別
し
た
り
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ

ま
す
。

　障害者の問題は全ての人に通
じることを伝えたい、との思い
から条例の制定に携わりまし
た。事故や病気で誰もが当事者
になり得るにも関わらず、多く
の人がこの問題を他人事と考え
ています。「障害者になりたく
ない」と誰もが言います。自分
はそうならないという確信があ
るからこその言葉なんです。「あ
あなりたくない」と思うのは、
「ああなったらおしまいだ」と
いう気持ちがあるから。そこに
人間の差別性が隠れていること
に気付いていない人がたくさん
います。
　障害者と関わるのは専門職の
仕事だと思われがちです。特に
施設に入っている障害者は社会
との関わりが遮断されていま
す。その結果、話題にならない
存在になることも。そうではな
く、まず会ってみる、関わって
みるなど自分なりの付き合い方
を展開してほしい。さまざまな
人と関わり、人間の幅を広げる
ことが大切です。
　さまざまな人権問題が課題と
されている中、社会に求められ
ているのは、人間らしい生活を
どう担保していくのかというこ
と。できる人がえらいのではな
く、全ての人が暮らしやすい社
会をつくっていくべきなのです。

・文字を大きくしたり、漢字にふりがなを付けたりする
・案内する椅子の位置や形状を説明する
・�商品の色や形状を具体的に伝える
・�どの位置にどんな料理を置いたか
を説明する
・�難しい言葉を避け、ゆっくりはっ
きり説明する
・必要なサポートについて尋ねる

誰
も
が
当
事
者
に
な
り
得
る
―
―
古
川
克
介

　
誰
も
が
普
通
に
生
活
で
き
る
社
会
を

つ
く
る
に
は
、
日
常
生
活
に
あ
る
さ
ま

ざ
ま
な
障
壁
を
取
り
除
く
「
合
理
的
配

慮
」
が
必
要
で
す
。
障
害
の
な
い
人
を

基
準
に
つ
く
ら
れ
た
、
施
設
の
構
造
や

サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
あ
る
「
当
た
り
前
」

が
、
障
害
の
あ
る
人
に
と
っ
て
は
、
大

き
な
妨
げ
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
事
業
者
の
合
理
的
配
慮
の

提
供
も
義
務
化
し
て
い
ま
す
。
条
例
が

施
行
さ
れ
る
４
月
１
日
に
は
、
改
正
障

害
者
差
別
解
消
法
も
同
じ
よ
う
に
義

務
に
な
り
、
事
業
者
の
配
慮
を
強
く
求

め
て
い
ま
す
。
誰
も
が
共
に
生
活
で
き

る
地
域
共
生
社
会
へ
の
新
た
な
一
歩

で
す
。

差
別
解
消
に
向
け
た
窓
口
を
設
置

　
差
別
が
あ
っ
た
と
感
じ
た
ら
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。
本
庁
舎
14
階
の
障
害
者

福
祉
課
と
市
内
４
カ
所
の
障
害
者
基
幹

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
窓
口
が
あ
り
ま

す
。
身
体
障
害
者
相
談
員
・
知
的
障
害

者
相
談
員
へ
電
話
相
談
も
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

問
障
害
者
福
祉
課（
☎
０
９
４
２
・
３
０
・

９
０
３
５
、℻
０
９
４
２・３
０・９
７
５
２
）

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
、
条
例

制
定
に
向
け
て
話
し
合
い
ま
し
た

代わりに商品を
とって手渡すことも

　左の図は「踏み台」というサービスを平等に受けています。でも、
身長が低い人は壁があるので見えません。右の図は全員が見えるよう、
身長に応じてサービスの内容を変えています。壁を取り除くことが難
しくても、一人一人に応じた配置を工夫することで権利が守られます。

3人が壁の向こうを見ています。左右の絵で何が違うでしょう

「久留米市障害者差別禁止
条例をつくる会」事務局長
古川克介さん

地域活動支援センターフ
ロンティア代表。NPO
法人自立生活センター久
留米の理事長も務める

　
障
害
を
理
由
と
し
た
差
別
の
解
消
に

向
け
、
４
月
１
日
に
「
久
留
米
市
障
害

を
理
由
と
す
る
差
別
を
な
く
す
条
例
」

を
施
行
し
ま
す
。

　
平
成
30
年
１
月
に
、
障
害
の
あ
る
人

や
支
援
団
体
を
中
心
に
「
久
留
米
市
障

さ
ん
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